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◎
春
の
行
楽
に
伴
う
交
通
事
故
防
止

重
大
事
故
が
多
発
す
る
春
の
行
楽

シ
ー
ズ
ン
。
時
間
に
余
裕
の
あ
る
運

行
計
画
を
立
て
、
ス
ピ
ー
ド
の
出
し

過
ぎ
や
無
理
な
追
越
は
や
め
ま
し
ょ

う
。

◎
違
法
銃
器
の
根
絶
に
ご
協
力
を

み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
銃
器
に

対
す
る
強
い
拒
絶
意
識
を
持
ち
、
け

ん
銃
を
『
持
っ
て
い
る
』
『
密
売
し

て
い
る
』
な
ど
を
見
聞
き
し
た
と
き

は
、
お
近
く
の
交
番
、
警
察
署
に
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い

◎
悪
質
商
法
に
よ
る
消
費
者
被
害
の
未

然
防
止

最
近
に
お
け
る
消
費
者
被
害
の
実

態
を
見
る
と
、
業
者
の
巧
み
な
『
甘

い
言
葉
』
に
の
せ
ら
れ
、
後
悔
す
る

事
案
が
依
然
と
し
て
後
を
絶
っ
て
い

室
蘭
警
察
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

人
権
問
題
、
離
婚
・
不
動
産
・
金
銭

な
ど
の
問
題
や
国
、
地
方
公
共
団
体
の

業
務
に
関
す
る
苦
情
、
意
見
、
要
望
を

お
持
ち
の
方
は
、
人
権
擁
護
委
員
と
行

政
相
談
委
員
が
無
料
で
相
談
を
お
受
け

し
ま
す
。

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

▼
日
時　

６
月
２
日
�　
　

時
〜　

時

１０

１５

▼
場
所　

ポ
ス
フ
ー
ル
登
別
２
階
ホ
ー

ル
※
当
日
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

『
特
設
人
権
・
困
り
ご
と

相
談
所
』
を
開
設
し
ま
す

北
海
道
は
、
サ
ハ
リ
ン
地
域
（
樺
太
）

に
お
い
て
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
た
の
遺

族
が
現
地
を
訪
問
し
て
墓
参
を
行
い
、

併
せ
て
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
友
好
親
善
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
墓
参
を
実

施
し
ま
す
。

▼
実
施
時
期　

８
月　

日
�
〜　

日
�

２２

２７

※
定
期
航
空
路
の
日
程
に
よ
り
、
実
施

期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
墓
参
地
域　

ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク

（
旧 
豊  
原 
）
、
コ
ル
サ
コ
フ
（
旧 
大 

と
よ 
は
ら 

お
お

 
泊 
）
、
ア
ニ
ワ
（
旧 
留  
多  
加 
）
、
ホ

ど
ま
り 

る 

た 

か

ル
ム
ス
ク
（
旧 
真  
岡 
）
、
チ
ェ
ホ
フ

ま 

お
か

（
旧 
野  
田 
）
、
ト
マ
リ
（
旧 
泊  
居 
）
、

の 

だ 

と
ま
り 
お
る

ネ
ベ
リ
ス
ク
（
旧 
本  
斗 
）
、
ゴ
ル
ノ

ほ
ん 

と

　

ザ
ボ
ー
ツ
ク
（
旧 
内  
幌 
）

な
い 
ほ
ろ

▼
募
集
定
員　
　

人
１０

▼
参
加
遺
族
の
範
囲　

次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方
（
過
去
に
こ
の
墓
参

に
参
加
し
た
方
と
そ
の
親
族
は
除
き

ま
す
）

①
道
内
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

②
サ
ハ
リ
ン
地
域
に
埋
葬
ま
た
は
納
骨

さ
れ
て
い
る
方
の
配
偶
者
、
三
親
等

内
の
親
族

③
旅
行
に
耐
え
ら
れ
る
健
康
状
態
の
方

※
な
お
、
参
加
旅
費
な
ど
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

サ
ハ
リ
ン
地
域
（
樺
太
）

墓
参
の
お
知
ら
せ

電
波
の
利
用
は
、
携
帯
電
話
や
人
命

・
財
産
の
保
護
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、

不
法
無
線
局
が
重
要
無
線
通
信
や
テ
レ

ビ
放
送
に
妨
害
を
与
え
る
な
ど
社
会
的

な
問
題
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。

暮
ら
し
を
支
え
る
電
波
は
ル
ー
ル
を

守
っ
て
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ　

北
海
道
総
合
通
信
局

電
話
受
付
時
間
８
時　

分
〜　

時

３０

１７

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

�　

－

　

－

２
３
１
１

０１１

７０９

　

Ｅ
メ
ー
ル　

so
d
a
n
@
rb
t.so
u
m
u
.

g
o
.jp

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp
://w

w
w
.h

o
k
k
a
id
o
-b
t.g
o
.jp

�
月
�
日
�
〜　

日
�
は

��

電
波
利
用
保
護
旬
間
で
す

ま
せ
ん
。
最
近
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
や
携
帯
電
話
を
利
用
し
た
犯
罪

も
増
加
し
て
い
ま
す
。
悪
質
業
者
に

だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ　

室
蘭
警
察
署

　
　
　
　
　
　
　

（
�
◯４６
 

０
１
１
０
）

▼
問
い
合
わ
せ　

札
幌
法
務
局
室
蘭
支

局
総
務
課
（
�
◯２２
 

５
１
１
１
）

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現
在

の
所
有
（
使
用
）
者
に
納
め
て
い
た
だ

く
道
税
で
す
。
納
税
通
知
書
は
、
５
月

　

日
�
に
発
送
し
ま
す
。

１０
忘
れ
ず
に
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

▼
問
い
合
わ
せ　

胆
振
支
庁
課
税
課

　
　
　
　
　
　
　

（
�
◯２２
 

９
１
３
１
）

自
動
車
税
の
納
期
限
は

�
月　

日
�
で
す

��

▼
申
し
込
み
期
限　

７
月
上
旬
（
予
定
）

▼
問
い
合
わ
せ　

北
海
道
保
健
福
祉
部

保
護
課
（
�　

－

　

－

４
１
１
１
）

０１１

２３１

交通事故や金銭貸借、損害賠償、離
婚などの法律問題について、札幌弁護
士会室蘭支部の弁護士が相談をお受け
します。相談を希望する方は事前にお
申し込みください。なお、裁判や調停
中の問題は相談をお受けできません。

◎鉄南ふれあいセンターでの相談

▼日時　６月１９日�　９時３０分～

▼場所　鉄南ふれあいセンター

▼担当弁護士　 芝  垣 　 美  男 弁護士
しば がき よし お

▼定員　６人（申込順）

▼申込方法　５月２８日�までに電話で
市民課にお申し込みください

◎弁護士事務所での相談

▼担当弁護士　 芝  垣 　 美  男 弁護士
しば がき よし お

▼定員　６人（申込順）

▼申込方法　５月２８日�までに電話で
市民課にお申し込みください
※相談日時については、市民課にお問
い合わせください。

◎申し込み・問い合わせ
　　　　　　　　　　　　　　　　　

市民課（�◯８５ １８５５）


